
 

 
 

第６章 社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり 

 

第１節 子どもから大人まで環境配慮に取り組む人づくり 

 

１ 環境教育・学習の推進 

 

都市・生活型公害や廃棄物問題、身近な自然の減少、更

には地球温暖化などの環境問題に対する取組の成果をあ

げるためには、地域社会の合意形成が重要な鍵となって

います。すなわち、こうした問題の解決には、私たち一人

ひとりが人間と環境との関わりについて理解と認識を深

め、環境に配慮した生活や行動をとることが必要となり

ます。そのため、県及び市町村においては、普及啓発を図

るための事業を展開しており、今後は、更に環境情報の

提供及び市民活動に対する支援等を通じ、広く環境保全

意識の普及啓発を図っていく必要があります。 

また、環境教育・学習に関しては、地域、家庭、企業等

様々な分野で環境に対する理解を深め、環境保全行動を

促していく施策の推進が望まれており、環境基本法、環

境基本条例及び第６次青森県環境計画に基づき、環境保

全に関する教育や学習を振興することなどにより、住民

の理解や環境保全活動を実施する意欲の増進を図ること

としています。 

 県では、環境配慮行動のできる人財を育成するため、

環境出前講座の担い手として育成した「環境教育専門員」

と環境ＮＰＯ法人との協働により県内小学校を対象にし

た環境出前講座を実施しています。 

県教育庁では、学校教育指導の重点事項の一つに「環境

教育の推進」を掲げ、「教科等間の関連を踏まえた指導の

工夫」「地域の環境の実態に即した指導の工夫」「環境に

かかわる体験活動の充実」の３つを指導項目として設定

し、一人ひとりの子どもが、環境と人間との関わりにつ

いて関心と理解を深め、環境に対する豊かな感受性を養

うことができるよう、環境保全に主体的に取り組む態度

の育成に努めています。 

令和元年度には、大学による環境教育モデル形成促進

事業として、青森大学、弘前大学及び八戸工業大学にお 

いて、大学と学生が主体となって企画運営する体験型環

境教育事業を実施するとともに、弘前市において事業報

告・意見交換会を開催しました。 

また、地域における環境活動ネットワーク形成促進事

業として、青森市において、環境団体、事業者、大学等の

ネットワーク強化に向けたシンポジウムを開催しました。 

さらに、環境教育専門員と環境ＮＰＯ法人との協働に

より、県内小学校を対象とした環境出前講座を実施しま

した。 

 このほか、県庁各課等において環境教育・学習の推進

のための様々な取組が行われており、県民の環境保全に

向けた取組をサポートしています（資料編表90）。 

 
第２節 家庭や事業所における環境配慮行動を促す取組と仕組みづくり 

 

１ 「もったいない・あおもり県民運動」の推進 

 

平成20年度から、県民や事業者、各種団体、行政など多

様な主体が、パートナーシップのもと、ごみの減量やリ

サイクルに取り組む「もったいない・あおもり県民運動」

を展開しています。 

 この運動において、①レジ袋の無料配布取り止めによ

るレジ袋の削減(令和２年３月末参加事業者数58事業者、

310店舗、平成31年４月から令和２年３月までの削減枚数

9,100万枚）、②家庭の紙ごみ対策として、古紙リサイク

ルエコステーションや古紙リサイクルセンターの設置促

進（令和２年３月末現在、古紙リサイクルエコステーシ

ョン47ヵ所60台設置、回収量約824トン、古紙リサイクル

センター14ヵ所、回収量約641トン）、③事業系紙ごみ対

策として、事業所から無料で古紙の回収を行うオフィス

町内会の設立支援（令和２年３月末現在、県内オフィス

町内会数４、参加事業所918事業所、回収量約1,169トン）、

④本運動の普及啓発を図るための推進大会の開催などに

取り組んできました。 

令和２年度は、もったいない・あおもり県民運動推進会

議において「あおもりプラごみゼロ宣言」を行い、環境中

に不適正に排出されるプラスチックごみの削減と、プラ

スチックの資源循環の取組を促すこととしました。 

 また、「もったいない、あおもり県民運動」及び「あお

もりエコの環（わ）スマイルプロジェクト」を引き続き推

進していくとともに、「ごみ減量チャレンジ980キャンペ

ーン」を展開し、県民総参加でごみの減量・リサイクルに

取り組む機運を醸成するほか、事業者対象のごみ減量・
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リサイクル推進講習会の開催などを行うこととしていま

す。 

 

２ あおもりエコの環スマイルプロジェクト 

 

平成24年４月にスタートした「あおもりエコの環(わ)

スマイルプロジェクト」は、県民、事業者、地域がそれぞ

れメリットを享受しながら地域全体の環境保全を進める

ことを目指しています。令和元年度は、プロジェクトの

さらなる拡大を目指し、「COOL CHOICEあおもりローラー

作戦」「COOL CHOICEあおもりPRイベント」及び「エコな

移動もCOOL CHOICE!キャンペーン」等のイベントに参画

し、広くプロジェクトへの参加を呼びかけるとともに、

県の広報媒体などを通じた周知活動を実施しました。 

 

３ 事業者等に対する普及啓発及び支援 
 

 県では、事業者等の事業活動における環境に配慮した

取組の促進及び環境マネジメントシステムの普及啓発や

支援を目的として、平成10年度から事業者向けセミナー

等を開催しています。令和元年度は、シンポジウムなど

様々な機会をとらえて環境マネジメントシステム導入に

係る啓発チラシを県内事業者等に配付しました。 

また、本県の温室効果ガス排出量の５割以上を占めて

いる産業部門及び業務その他部門の対策を推進するため、

県内事業者が省エネルギー対策を着実に実施できるよう

な支援体制を整備しています。 

なお、具体的な取組は116ページに記載しています。 

 

 

４ 「あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ」 

認定事業 

 

省エネ・省資源対策、廃棄物の減量化・リサイクルの推

進等、環境に配慮した取組を積極的に実践している県内

の事業所を「地球にやさしい青森県推進事業所」として

登録する事業を平成18年度から実施してきましたが、平

成24年度からは「あおもりエコの環（わ）スマイルプロジ

ェクト」がスタートしたことに伴い、環境に配慮した取

組を行っている事業所及び店舗を新たに「あおもりECOに

こオフィス・ショップ」として認定しています。 

令和２年３月末の認定事業者数は、1,222事業所となっ

ています。 

 

図２－６－１ あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ 

認定事業所数（累計） 

（平成 23年度まで地球にやさしい青森県推進事業所登録数） 

資料：県環境政策課

 
第３節 環境情報の提供と環境活動のネットワークづくり 

 

１ 環境情報の提供 

 

 県民や事業者などの環境問題に対する理解を深め、環

境に配慮した自主的な取組を促進していくためには、多

様な情報が整理され、わかりやすく迅速に提供していく

必要があります。 

県では、平成19年度から、エコライフ情報や環境イベン

ト等のタイムリーな情報を掲載した「あおもり地球クラ

ブメールマガジン」を毎月１回、登録会員向けに配信し

てきましたが、平成29年度からは「あおもりエコの環ス

マイルプロジェクト」会員向けメール配信サービス「エ

コの環メール通信」と統合し、引き続き、月１回配信を行

っています。令和２年３月末までの発行回数は151回、登

録会員数は1,695人となりました。 

 

２ 環境活動のネットワークづくり 

 

 今日の環境問題を解決し、持続可能な循環型社会の実

現を目指すためには、県民、市民活動団体、事業者、行政

などの各主体が、地域の環境に関する正確な情報と基本

的問題認識を共有し、解決のための取組に主体的に参画

し、合意形成を図りつつ、それぞれの立場に応じた公平

な役割分担の下で、相互に協力・連携しながら環境に配

慮した活動や行動を実践していくためのネットワークづ
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くりを進めていく必要があります。 

⑴ 環境パートナーシップセンターの設立 

平成12年度に、県職員による検討グループとＮＰＯ

とが協働して「地球にやさしいパートナーシップの形

成に向けた調査研究」に取り組み、報告書をまとめま

した。この成果等を踏まえ、平成13年度に「環境パー

トナーシップセンター検討委員会」が組織され、県民・

環境保全活動団体・事業者等が連携して環境保全活動

に取り組むための拠点となる「青森県環境パートナー

シップセンター」を県民が主体となって設立するため

の具体的方策が検討・提案され、平成14年度に「青森

県環境パートナーシップセンター」が設立、翌年１月

に特定非営利活動法人として認証されました。 

また、平成 17年４月からは、青森県地球温暖化防止

活動推進センターに指定され、地球温暖化防止に向け

た普及啓発活動等を実施しています。 

⑵ 環境活動のネットワークづくりの取組 

県では、環境保全に自主的に取り組む団体間や行政

とのネットワークづくりを推進するため、平成 17年度

から、環境ＮＰＯや行政、事業者等を対象に、情報交

換や交流機会の場を提供しています。 

 

122

第６章　社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり



第
６
章

123

第６章　社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり



124

第６章　社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり



第
６
章

125

第６章　社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり



126

第６章　社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり



第
６
章

127

第６章　社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり



128

第６章　社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり



第
６
章

129

第６章　社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり



130

第６章　社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり



第
６
章

131

第６章　社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり


